
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  中小企業倒産防止共済の掛金の取扱い            

Ｑ：このたび、会社で中小企業倒産防止共

済に加入して掛金を１年分前払いしました。

この掛金の取扱いは、どのようになります

か？ 

                                              

Ａ：支払い時の損金とすることが認められ

ます。 

【解説】 

法人が、長期にわたって使用され、または

運用される基金に係る負担金又は掛金を支出

した場合で一定のものについては、その支出

した金額は、その支出時の損金の額に算入で

きることとなっています。 

お尋ねの中小企業倒産防止共済の掛金もこ

れに該当することとされています。 

これは、こうした掛金等は、本来、その基

金の使用状況に応じて損金の額に算入される

べきものなのですが、その掛金等が法令に基

づいて支出されるものであり、かつ、公益性・

緊急性の高い特定の業務の費用に充てられる

ことから、支出時の損金に算入できることと

されているのです。 

ところで、お尋ねのように掛金等を一括し

て前納する場合の取扱いですが、これについ

ては、その前納の期間が１年以内であるもの

についてはその支出時の損金として処理する

ことが認められ、その他のものについては、

前払金として処理することとして取り扱われ

ています。 
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